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などが上昇しており、これらは動脈硬化リスクファクターである［2～4］。血管機能についても、
血管内皮機能が低下し、脈波伝播速度（Pulse Wave Velocity）が速い［8］。日本のCOPDは高
齢者に多いため、そもそも心疾患の併存例が多い。したがって、COPDに合併する心疾患を、
どうやって見抜き、どのようにうまく管理するかが重要である。

Fig. 2　安定期のC反応性蛋白（CRP）値の3mg/L以上（＞3mg/L）の患者と3mg/L以上（3mg/
L）の患者のCOPDが原因の入院頻度と死亡頻度

Fig. 3　PRM法によるCOPDの
病型判別例

Fig. 4　GOLD病気別の吸気（inspiration）呼気（expiration）での画像処理
の1例
（Galbán CJ, Han MK, Boes JL,et al. Computed tomography-based 

biomarker provides unique signature for diagnosis of copd phenotypes 
and disease progression.　 Nat Med. 2012; 18（11）: 1711-5より引用）
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に延べ61,914回の検診を実施した。受診者の54％は非喫煙者であった。210例の肺がんが診
断され、191例（91％）はⅠ期であった。また、169例（80％）は初回検診で発見された。さら
に、喫煙経験者は84例（40％）にとどまっており、初回検診で非喫煙者から多数の肺がんが
発見されていることが示された。
組織型は腺がんが93％を占め、ⅠA期割合は85％、治療として203例（97％）は手術を受
けていた。発見肺がん例を平均5.7年追跡した結果、5年生存率は90％と極めて良好であった。
ただし、喫煙経験者の肺がんは相対的に予後不良（ハザード比：4.7）であることも明らかに
なり、禁煙支援の重要性が示された［4］。

日立市住民を対象とした時系列研究
二施設のCT検診による発見肺がん例の76％は日立市住民であったことから、2006年3月
までに日立市住民（50～69歳：1998年現在）の30％、2009年3月までに40％が1回はCT検
診を受けたと推計された。

CT検診の導入後、年間数十例、最大44例（2002年）肺がんが新たに発見されていた
（Fig. 1）。日立市の肺がん罹患者数は年間100名程度である。CT検診で発見される肺がんの
大部分が放置すれば生命にかかわるものであれば、地域の肺がん罹患率上昇に引き続いて死
亡率低減が観察される可能性がある。
我々は50～79歳の日立市住民について、茨城県地域がん登録のデータをもとに肺がん罹患
率と死亡率の推移を検討した。日立市住民の年齢調整肺がん罹患率（昭和60年モデル人口）
は検診導入後に上昇し、2003年に最大（10万対188）となった。次に、同じく50～79歳の
日立市住民の肺がん死亡率について、日本全国と比較した。全国統計から日立市住民と同じ
年齢・性別構成であれば何人の肺がん死亡が生じているかを求め、これを期待死亡数とした。
茨城県がん登録のデータから得た実際の死亡数と期待死亡数の比を「標準化死亡比」として
算出した。検診導入前（1995～1999年）および導入後間もない時期（2000～2004年）は全国
と同等であった。しかし導入後4～8年が経過した2005～2009年の標準化死亡比は0.76とな
り、市民の死亡率は全国統計と比較し24％減少した［5］。男女別集計では、ほとんどが非喫煙
者の女性にも有意な死亡低減を認めた（Fig. 2）。検診導入後から死亡の低減が観察されるま
での期間は、New York Cohortの報告と類似していた［6］。
なお、当該期間 の喫煙関連疾患（脳血管疾患、心疾患）の死亡に変動はなく、最近の市民の喫
煙率は県平均と同等であることから、肺がん死亡低減は喫煙率低下の影響ではないと考えられた。

20 19 19 
12 

5 5 
0 1 

5 

39 

27 
30 28 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Fig. 1　年度別CT検診発見肺がん症例数
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考　察
日立市における時系列研究は、観察的手法の限界はあるもののCT検診による地域全体の
肺がん死亡低減を示した初めての報告である。住民の半数以下に介入した結果として全体の
死亡率低減が観察されたことは、検診による死亡の低減効果が高いことを示唆している。
今回の成績をもとに検診対象を考察すると、欧米のようにCT検診を重喫煙者向けの特別な
ものと捉えることは賛同しがたく、非喫煙者にも検診の機会を提供することを考慮すべきであ
る。また、検診のスケジュールについて、すでに胸部X線検診が普及している地域や職域で
CT検診を導入する場合、まず重視すべきは普及であり、数年以上かけて対象者を一巡するよ
うな検診体制をとることが望ましい。一方、CT肺気腫を代表とする喫煙関連所見の評価をも
とに経年検診の対象を選定すること、また検診時に喫煙者への禁煙支援を組み入れることが
必須であることを強調したい。
本邦では先行する研究として鈴木班・中山班によるコホート研究（JLSS study）が行われてい
る［7］。また、佐川班による非喫煙者・軽喫煙者を対象とした無作為化比較試験では、CT検診に
よる肺がん死亡低減効果を60％と推定して計画・推進されている［8］。これらの研究成果が明らかに
なることにより、本邦におけるCT検診の実施体制が定まり、普及に弾みがつくことが期待される。
一方、実務としての普及を目指すためには、すでに行われている検診についてその成績を
検証しておくことが極めて重要である。現在、日立市は茨城県の協力を得て検診の有効性を
検証する症例対照研究を計画している。本邦では人間ドックや各種健康診断の一環として年
間10万人以上のCT検診が実施されていると見込まれている［9, 10］。受診者の利益を最大に、
かつ不利益を最小とするために実施者は実務として自らの経験に基づく知見を集積し積極的
に議論していくことが望まれる。
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利益相反について
CT検診発見肺がんの生存率調査、日立市住民の時系列研究は茨城県がん臨床研究の助成
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Fig. 2　肺がん標準化死亡比の推移
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を受けて行われた。他に本稿に関して報告すべき利益相反はありません。
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Lung cancer mortality reduction was achieved  
in Hitachi City, after wide implementation of  

low dose CT screening

Takeshi Nawa 

Hitachi General Hospital Hitachi, Ltd.

Abstract
In Hitachi Medical Area, a large-scale lung cancer screening program using low-dose 

CT has been underway in two medical facilities since its introduction in 1998 and 2001.  A 
total of 61,914 tests were performed among 25,385 participants until 2006. Two hundred 
and ten lung cancer patients had been identified on CT screening. During a 5.7-year mean 
follow-up period, the estimated 5-year survival rate for all patients was 90％ . Among resi-
dents in Hitachi City, nearly 40％ of inhabitants aged 50-69 years were estimated to have 
participated in the screening from 1998 through 2009. Cancer mortality data were obtained 
from a regional cancer registry and standardized mortality ratio （SMR） of lung cancer was 
calculated for each 5-year period during 1995-2009. For residents aged 50-79 years, SMR 
was nearly unity between 1995 and 2004; however, there was a significant decrease during 
2005-2009, with SMR （95％ confidence interval） being 0.76 （0.67-0.86）. The results sug-
gest that the wide implementation of CT screening may reduce lung cancer mortality in 
the community, 4-8 years after introduction. To promote CT screening while minimizing 
the disadvantages, observational studies to examine the performance of existing screening 
programs are essential.

Key words: low-dose CT screening, lung cancer mortality, time trend analysis

The Journal of the Japanese Society of CT Screening 2013; 20: 144-148
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本講座では、スライス番号が読み取れる速さで肺野・縦隔の順に画像を2巡スクロールした
後に、フロアの方より要精査と考える箇所の解答を求め、それに基づき正解のスライドを提示
してゆく方法をとり、45分の持ち時間で合計8症例を出題した。
中級講座ということで、淡いすりガラス陰影や見落としやすい部位の病変を主にとりあげ
た。症例は当施設で施行している低線量胸部CT検査による肺がん検診で経験したもので、
撮影機器は東芝Aquilion16、CT-AEC使用（逐次近似法は使用せず）、検出器厚1 mmで撮像
し、5 mm厚で再構成された画像である。

症例1

59歳男性。喫煙歴なし。供覧した検診CT画像では右上葉S1に17 mm程度の限局性すり
ガラス影を認める（Fig. 1-1）。
初回指摘から3か月後に精査医療機関で施行されたHRCT（Fig. 1-2）では、走行する肺内
血管や気管支に重なる（広義の解釈では巻き込みに相当すると考える）ように存在する、スピ
クラを有するGGO病変を認める。またFDG-PET検査にてごく淡い集積を認めたため、肺癌
疑いのもと右上葉切除術が施行された。
組織学的診断は高分化腺癌で、mixed type （BAC15％）、野口C型、 T1aN0M0（ⅠA期）で
あった。
本例のように肺内血管に近接する部位の所見は見落としやすいので注意が必要で、E2判定

（精査）とすべきである。

症例2

48歳女性。喫煙歴なし。供覧した検診CT画像では左下葉S10に12 mm程度の限局性すり

症例報告

寺子屋式読影セミナー中級講座
日本CT検診学会　2013年夏期セミナー　第17回読影セミナーより

横地　隆
トヨタ自動車（株）　健康支援センターウェルポ

Fig. 1-1　症例1の供覧画像（正解部分） Fig. 1-2　症例1のHRCT画像
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ガラス影を認める（Fig. 2-1）。
初回指摘から3か月後に精査医療機関で施行されたHRCT（Fig. 2-2）では左肺底の胸膜に
接したGGO病変を認め、一部充実性部分が存在する。スピクラ、周囲構造の巻き込みは明
らかではない。FDG-PET検査では集積を認めないが、9か月経過しても消失なく、またすり
ガラス影に比して充実部分が若干増加していると考えられたことから手術となった。術中迅
速組織診断で悪性が証明されたため、左肺底区域切除術が施行された。
組織学的診断は高分化腺癌で、mixed type （BAC90％）、野口C型、T1aN0M0（ⅠA期）
であった。
肺底部は見落としやすく、また陳旧性瘢痕陰影がわりとよく認められる部位であり、つい
精査対象からはずしてしまうこともあるため要注意である。肺底部における瘢痕は索状影を
呈することが多いが、本症例のように広がりを持つすりガラス影ではE2判定（精査）とすべき
である。

 

症例3

59歳男性。現喫煙（ブリンクマン係数800）。供覧した検診CT画像では左肺尖S1＋2に棘
状突起を伴った最大径36 mm程度の充実性結節を認める（Fig. 3-1、3-2）。
精査医療機関のFDG-PET検査で集積を認めず、また気管支内視鏡検査でも悪性を証明で
きなかったが、通常診療造影CT画像（Fig. 3-3）で周囲構造の集束と棘状突起を有し、胸壁
浸潤を疑う充実性結節であることから強く悪性を疑い、手術となった。術中迅速組織診断で

Fig. 2-1　症例2の供覧画像（正解部分）

Fig. 3-1　症例3の供覧画像（正解部分）

Fig. 2-2　症例2のHRCT画像

Fig. 3-2　症例3のHRCT画像
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悪性が証明されたため、左肺上葉切除術（第3、4肋骨合併切除）が施行された（大きさ36×
18 mm、術中所見でも胸壁に固着しており浸潤を認めた）。
組織学的診断は中分化相当の腺癌で、mixed type （BAC 10％）、T3aN0M0（ⅡB期）であっ
た。
肺気腫の一型としてみられるブラの壁に肺癌が高頻度に発生することはよく知られているた
め、肥厚したブラ壁には充分な注意を払うことが重要である。対側（右側）肺尖にもブラ壁に
接した充実性結節がみられる（Fig. 3-4）。スピクラはないが、肺気腫が合併した肺癌の辺縁

Fig. 3-4　症例3の供覧画像（右側の非がん部分）

Fig. 3-3　症例3の通常診療造影CT画像（肺野・縦隔条件）
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は直線状となる場合があり、限局性器質化肺炎との見極めが重要となる。なお、本例では縦
隔条件から粗大な石灰化成分を含んでいることがわかり、これは器質化した瘢痕とみること
ができる。もちろん、比較読影が可能であれば診断の重要な一助になることはいうまでもな
い。なお、本症例は術後補助化学療法を併用して2年経過した時点で再発を認めていない。

症例4

56歳女性。喫煙歴なし。供覧した検診CT画像では前縦隔に13 mm程度の境界明瞭な結節
を認める（Fig. 4-1）。
精査医療機関のMRI検査では嚢胞性病変が疑われたが、FDG-PET検査で軽度の集積があ
り、また造影CT検査では軽度の造影効果を認めたため、手術適応となった。術中迅速組織
診断でリンパ球の多い胸腺腫と診断され、胸腺部分切除術で手術を終了した。
組織学的診断は、WHO分類 type B1、正岡分類Ⅰ期の胸腺腫であった。
多数の画像を読影していると、つい肺野ばかりを注視することになりかねないが、肺野以
外に所見があることも忘れてはいけない。肺外病変で最もよく遭遇するものとしては甲状腺病
変（結節、腫大など）がある。また、時にみられるものとして本例のような胸腺病変（結節、
また遺残胸腺と紛らわしい場合もある）のほか、中縦隔の気管支原性嚢胞等がある。さらに
腹部の所見も忘れてはならず、副腎結節も比較的よく見つかる。

症例5

48歳男性。喫煙歴なし。供覧した検診CT画像（Fig. 5-1）では左舌区S5に9.5 mm程度の
充実性結節を認める。
組織学的診断は腺癌で、T1N1M0 （stage ⅢA）であったが、本例は当センターの関連医療
機関で診断および加療が行われていないため、診断に至る過程は詳細不明である。
血管近くに存在する結節は、画像のスクロールで見落としてしまう場合もあり注意が必要
である。Fig. 5-2には結節を含んだ前後合計5スライスを提示した。いうまでもないが、肺内
血管は連続性を持ち、前後のスライスとの関係からそれらは同定が可能であり、絶えず血管・
気管支の走行を気に留めながら読影を行うことが大切である。

Fig. 4-1　症例4の供覧画像（正解部分）
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Fig. 5-1　症例5の供覧画像（正解部分）

Fig. 5-2　症例5の供覧画像（正解部分の前後２スライス）



C‌

T
検
診
学
会
誌
　
第
二
〇
巻  

三
号  

二
〇
一
三
年
十
二
月

寺
子
屋
式
読
影
セ
ミ
ナ
ー
中
級
講
座 ―  154  ―

症例6

44歳女性。喫煙歴なし。供覧した検診CT画像では右上葉S1に最大径19 mmの限局性す
りガラス影を認める（Fig. 6-1）。
初回指摘から13か月後に施行されたHRCT（Fig. 6-2）では、右肺尖の胸膜に接してGGO

病変が存在する。スピクラは明らかではないが、一部周囲構造の巻き込みが示唆される。病
変の緩徐な尾側方向に向かう増大を認めたため手術となった。右肺上葉部分切除術が施行さ
れた。
組織学的診断は高分化腺癌で、mixed type （BAC acinar）、野口C型、T1aN0M0（ⅠA期）
であった。
肺尖部は症例2で示した肺底部同様に、瘢痕陰影との鑑別が難しく、見落としやすいので
注意が必要である。本症例も前後スライスからも単なる瘢痕と考えるべきではなく、E2判定
（精査）とすべきである。

症例7

59歳男性。現喫煙（ブリンクマン係数800）。供覧した検診CT画像では右下葉S6に15 mm

程度の充実性結節を認める（Fig. 7-1）。また、縦隔条件（Fig. 7-2）でも結節は描出されている。
精査医療機関のFDG-PET検査で結節の大きさのわりには明瞭な集積を認め、また重喫煙
者で気腫性変化を合併していることから、抹消型ではあるものの、扁平上皮癌も鑑別にあげ
て手術となった。術中迅速組織診断で悪性が証明され、右肺下葉切除術が施行された。

Fig. 6-1　症例6の供覧画像（正解部分）

Fig. 7-1　症例7の供覧画像（正解部分・肺野条件）

Fig. 6-2　症例6のHRCT画像

Fig. 7-2　症例7の供覧画像（正解部分・縦隔条件）
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組織学的診断は中分化型扁平上皮癌で、T1aN0M0（ⅠA期）であった。
症例3と同様、気腫性変化を伴った場合は、肺癌と限局性器質化肺炎との鑑別が難しい場
合が多い。特に、胸膜直下の結節ではなおさらで、本例の場合、炎症病変とも考えられる病
変であるが、スピクラ、周囲構造の巻き込みも疑われ、また縦隔条件（Fig. 7-2）で充実性部
分が結節の大部分を占めていることがわかる。

症例8

51歳男性。現喫煙（ブリンクマン係数800）。供覧した検診CT画像では右下葉S6に18 mm

程度の境界明瞭な充実性結節を認める（Fig. 8-1）。
組織学的診断は扁平上皮癌で、T2aN0M0 （stageⅠB）であったが、本例は当センターの関
連医療機関で診断および加療が行われていないため、診断に至る過程は詳細不明である。
肺門部の所見は見落としやすいので注意が必要である。本例は重喫煙者における肺門部の
辺縁明瞭なほぼ円形の結節で、検診CT画像ではわからないが、摘出標本の病理所見で気腫
性変化を認めているとのことである。

末尾になりますが、解答者となっていただいた神奈川県予防医学協会の津田雪裕さんと聖
隷健康サポートセンターShizuokaの野沢滋幸さん、また各症例についてのコメントを頂きま
した長崎大学大学院臨床腫瘍学分野教授の芦澤和人先生には、この場をお借りして改めてお
礼を申し上げます。

Fig. 8-1　症例8の供覧画像（正解部分）
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飯沼武先生のご研究成果に関する論文の本誌掲載 ［1］ に対し心より祝意を表します。
この研究は、肺がん検診のランダム化比較試験（RCT）において診断された肺がんの病期
分布と、日本での一般臨床における肺癌の病期別5年生存率をもとに、検診による肺癌死亡
減少効果（相対リスク：RR）をシミュレーションしたものであり、その結果がNational Lung 

Screening Trial（NLST）［2］ とProstate, Lung, Colorectal and Ovarian（PLCO）randomized 

trial ［3］ の実測結果とよく一致することを示したものである。この研究の長所のひとつとして
RCTで診断された肺癌の病期分布を診断肺癌全体に対する比率で計算していることがあげら
れ、この工夫によって対象集団が異なる、すなわち肺癌発症率が異なる集団に対しても計算
が可能になるという大きな利点となっている。
一方、病期分布を総肺癌に対する比率として表すことの「副作用」も考慮する必要がある
と考える。NLSTは肺癌の低線量CT（LDCT）検診に関するRCTであるが、対照群よりも
LDCT検診群においてより多くの肺癌症例（検診による発見例と interval caseを加えた総症
例数）が診断されており、これはNLST以外のLDCT検診に関する小規模なRCT ［4～6］ におい
ても例外なく認められるきわめて再現性の高い所見である。さらには、Mayo Lung Project ［7］ 

などのX線検診においても古くから示唆されていたものである。その機序として、①観察期
間が短いことによる interval caseの過小評価（本来発症するはずの症例が症状をきたす前に
観察期間が終了してしまう場合）があり、それが対照群でより強調されること、②過剰診断に
よるバイアス ［8, 9］ の2つが考えられる。観察期間を十分長くすれば①の効果は無視できるが、
②の効果は残存する。実際、Mayo Lung Projectでは追跡調査の延長によってもこの差は縮
まらなかったことが報告された ［10］。また観察期間をあまり長くしすぎるとPLCOにおいて危
惧されているように、本来の死亡減少効果を過小評価することにつながりかねない。NLSTの
観察期間中央値は6.5年であり、これは一般臨床に携わる立場からは概ね適正と考えるのが常
識的であろう。事実NLSTで死亡減少効果が証明された重要な要因のひとつと考えられる。
飯沼氏の論文でも言及されているが、NLSTにおいて診断された肺癌の総数はLDCT群で

1,060例、X線検診群で941例であり、その差の119例は単なる統計的バラツキとするには大
きすぎ、過剰診断を反映したものと考えられる（飯沼氏により引用された数はそれぞれ、1,040

例と929例であり若干異なるが、これは氏が病期不明例を除外したためである）。ここに飯沼
氏の数理モデルを応用すると、本来ならば死なないはずの119例に対しても病期分布比率が
適応されRRが計算される。LDCT群では早期症例の比率が高い分布が適応される。また氏の
モデルでは対照群での診断症例数はLDCT群のそれと同数と仮定されているため、対照群の
941例が比率として1,060例分に拡大され、増えた部分には対照群における進行期症例の比率

キーワード： 過剰診断、シミュレーション、CT検診、ランダム化比較試験
 （overdiagnosis, simulation, CT screening, randomized comparative trial）
J Thorac CT Screen 2013; 20: 156-158

低線量CTによる肺がん検診のシミュレーション

滝口裕一
千葉大学大学院医学研究院先端化学療法学

意　見
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が高い分布が適応される。ここに実測値との乖離が生じる余地が生じる。
飯沼氏の研究ではNLSTとPLCOで実測された病期分布を元に計算したRRの結果をNLST

やPLCOで実測されたそれと比較しているので、一致する条件がある程度整っていると思わ
れる。しかし仮に対象集団をかえて、たとえば非喫煙者など低リスク集団などを想定し、肺
癌発生率が大きく異なる集団に応用した場合、同様に一致するかどうかは疑問が残る。すな
わち過剰診断の比率が大きい集団では実測値との乖離が大きくなると予想される。
計算にあたり5年生存率として日本の実臨床データ（全国がんセンター協議会加盟施設の集
計データ）が使われているが、検診発見症例と通常発見症例では同じ病期でも予後が異なる
可能性が高いためその妥当性についても今後検討が必要と考える。実際、論文で用いられて
いるI期症例の5年生存率は71.7％であり、この数字がシミュレーションに使われているが、
International Early Lung Cancer Action Programで発表されたLDCT検出肺癌 I期症例（た
だし切除症例のみ）の10年生存率は92％と報告されており ［11］、これだけをみても実臨床デー
タを検診発見癌に当てはめることの危うさが示唆される。さらに検診発見癌での良好な治療
成績には検診による過剰診断バイアスも考慮せざるを得ないため、過剰診断の因子を計算に
組み入れた数理モデルの構築も必要と思われる。
考察のなかでは、検診が定常状態になれば罹患数（ベースラインを除けば、正確には発症
数）が同じになり予測RRがより正確に計算可能であると述べられている。日本における検診
受診率は欧米に比べてきわめて低く、日本の公衆衛生における大きな問題のひとつとしてと
らえる必要があるが、すべての対象者が毎回確実に受診する検診は理想とはいえ現実には不
可能と思われる。Intent-to-treatment解析は癌の化学療法などの評価では常識となっており、
すべての対象者が予定通りの化学療法を受けたと仮定することがナンセンスなように、すべて
の対象者が毎年検診を受けて定常状態になるかどうかはマクロ的具体例に沿った検討も必要
と思われる。ミクロ的には、たとえば5年間連続して異常を指摘されなかった受診者が、その
後さらに連続して検診を受けるかどうかについては、その受診者の検診に対する認識の変化
について考察する必要もあろう。5年間の検診で2回の陽性判定を受け、結果的にいずれも偽
陽性であると判明した受診者がその後も継続して検診を受けるかどうかは実測データをもとに
した検討も求められよう。受診者は毎年高齢化するので、その内訳は流動的であると予測さ
れる。CT検診の受診率が経年的に減少することがしばしば観察されるが、これをすべて検診
実施者の努力不足に帰してすむとは思えない。
飯沼氏が背景で述べているように、大きなRCTを行っても、機器の進歩、診断技術や治療
技術の進歩、あるいは喫煙率の変化が生じれば直ちに結果の解釈をかえる必要が生じる。こ
の欠点を補完するには氏が示したような数理モデルによるシミュレーションは極めて有望と考
える。化学療法に関するRCTのシミュレーション実験の結果が臨床に大きなインパクトを与
えた実例もある ［12］。今後LDCT検診のシミュレーションに組み込むべきデータについては現
在では明らかでないものも多いと思われるが、その一部を指摘することを試みた。これらの要
因を今後の研究で明らかにし、それを数理モデルに追加することにより、さらに正確なシミュ
レーションが可能になると確信する。
最後に、飯沼先生の先見的ご研究がさらに発展し大きな成果となりますことを心より祈念
申し上げます。

文　献
［1］ 飯沼 武 . NLST・PLCO論文の病期分布からRCTの結果を予測する . CT検診 2013; 20: 77-86.
［2］ Aberle DR, Adams AM, Berg CD et al. Reduced lung-cancer mortality with low-dose 

computed tomographic screening. New Engl J Med 2011; 365: 395-409.
［3］ Oken MM, Hocking WG, Kvale PA et al. Screening by chest radiograph and lung cancer 
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［4］ Infante M, Cavuto S, Lutman FR et al. A randomized study of lung cancer screening with 
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専　門　部　会 
部会長と連絡先

部会名 部会長と連絡先

肺癌診断基準部会

柿沼　龍太郎
国立がん研究センター　がん予防・検診研究センター
〒104-0045　東京都中央区築地5-1-1
Tel: 03-3542-2511　Fax: 03-3547-5304
e-mail: 

技術部会

村松　禎久
国立がん研究センター東病院放射線部
〒277-8577　千葉県柏市柏の葉6-5-1
Tel: 04-7133-1111 　Fax: 04-7134-6925
e-mail:  

精度管理部会

中山　富雄
大阪府立成人病センター
〒537-8511　大阪市東成区中道1-3-3
Tel: 06-6972-7561　Fax: 06-6972-7581
e-mail: 

肺気腫部会

名和　健
日立総合病院
〒317-0077　茨城県日立市城南町2-1-1
Tel: 0294-23-1111　Fax: 0294-35-7100
e-mail: 

循環器部会

伊谷　寧崇
伊谷医院
〒133-0073　東京都江戸川区鹿骨5-11-1
Tel: 03-3679-3999　Fax: 03-3679-5745
e-mail: 

CAD（コンピューター
支援診断）部会

仁木　登
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部
〒770-8506　徳島市南常三島町2丁目1番地
Tel: 088-656-9430　Fax: 088-656-9433
e-mail: 
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委　員　会 
委員長と連絡先

委員会 委員長と連絡先

学術企画委員会
大松　広伸
国立がん研究センター東病院
〒227-0882　千葉県柏市柏の葉6-5-1
Tel：0471-33-1111（代）　Fax：0471-31-4724

広報委員会
中川　徹
（株）日立製作所　日立健康管理センタ 
〒317-0076　茨城県日立市会瀬町4-3-16
Tel：0294-34-1020（代）　Fax：0294-35-7100

財務委員会
土田　敬明
国立がん研究センター中央病院
〒160-0023　東京都中央区築地5-1-1
Tel：03-3542-2511

認定制度委員会
丸山　雄一郎
小諸厚生総合病院放射線科 
〒384-8588　長野県小諸市与良町3-2-31 
Tel：0267-22-1070　Fax：0267-26-1377

規則改定委員会
和田　真一
新潟大学医歯学系放射線技術科学分野
〒951-8518　新潟市中央区旭町通り2-746
Tel：025-227-2398　 Fax：025-227-2398

総務委員会
滝口　裕一
千葉大学医学部附属病院
〒260-8677　千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 
Tel：043-222-7171　Fax：043-222-3830

遠隔画像診断委員会
大松　広伸
国立がん研究センター東病院
〒227-0882　千葉県柏市柏の葉6-5-1
Tel：0471-33-1111（代）　Fax：0471-31-4724

ガイドライン委員会
滝口　裕一
千葉大学医学部附属病院
〒260-8677　千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 
Tel：043-222-7171　Fax：043-222-3830

被曝検討委員会
島田　義也
放射線医学総合研究所
〒263-8555　千葉市稲毛区穴川4-9-1低線量影響実験棟 
Tel：043-206-3221　Fax：043-206-4138

利益相反委員会
滝口　裕一
千葉大学医学部附属病院
〒260-8677　千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
Tel：043-222-7171　Fax：043-222-3830
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編　集　後　記

日立健康管理センタ　中川　徹

記念すべき学会誌電子書籍化が達成され、第二弾となりました20巻3号をお届けいたします。
鮮明な画像、鮮やかな色彩もごらんいただけたことと存じます。美しい画像を中心に情報を
ご提供できることができ本当によかったです。スクロールして一覧できる書面に鮮明なカラー
配色が可能です。
是非とも益々の玉稿のご投稿をお願いいたします。

今後21巻1号からの会誌電子版は会員のみが閲覧可能となります。
ただし21巻1号は従来どおりの書籍版として会員のみなさまのお手元に届きます。その際
にWebでの閲覧要領など詳細をお知らせいたしますのでよろしくご対応のほどお願いいたし
ます。
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特定非営利活動法人 日本CT検診学会

定　　款
平成18年1月  6日施行
平成23年2月19日改定
平成23年7月29日改定

第1章　総　則
（名称）
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本CT検診学会と称し、英文名ではThe Japanese 

Society of CT Screening、略称をJSCTSと称する。

（事務所）
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F 株式会社クバプ

ロ内に置く。

（目的）
第3条 この法人は、CT検診及びこれに関する研究の連携を促進し、知識の普及を図るとともに、広

く市民に対して、CT検診による各種疾患の早期発見に関する学術セミナーの開催、情報提供、
調査研究及び人材育成等を行い、CT検診の進歩発展を通して、国民の保健及び医療の増進
に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
（2） 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
（3） 科学技術の振興を図る活動

（事業の種類）
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を

行う。
（1）CT検診に関する学術集会、セミナー、講演会等の開催
（2）会誌、図書、ホームページ等によるCT検診に関する情報提供
（3）CT検診に関する調査研究及び優秀研究の顕彰
（4）CT検診に関する人材又は施設の認定基準策定、公表及び認定
（5）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章　会　員
（種別）
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）

上の社員とする。
（1）正会員　この法人の目的に賛同して入会した個人
（2）賛助会員　この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体

（入会）
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2　会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込
むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

3　理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人に
その旨を通知しなければならない。
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（入会金及び会費）
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

（1）退会届の提出をしたとき
（2）本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
（3）継続して2年以上会費を滞納したとき
（4）除名されたとき

（退会）
第10条　会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 

（除名）
第11条　会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

（1）この定款に違反したとき
（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

2　前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなけ
ればならない。

（拠出金品の不返還）
第12条　既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章　役員等
（種別及び定数）
第13条　この法人に次の役員を置く。

（1）理　事　10人以上20人以内
（2）監　事　1人以上3人以内

2　理事のうち、1人を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。

（選任等）
第14条　理事は、理事会において選任し、総会に報告する。

2　理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3　役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて
含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含
まれることになってはならない。

4　法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
5　監事は、総会で選任する。
6　監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務）
第15条　理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があ
らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3　理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務
を執行する。

4　監事は、次に掲げる職務を行う。
（1）理事の業務執行の状況を監査すること
（2）この法人の財産の状況を監査すること
（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する
こと
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（4）前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

（任期等）
第16条　役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2　補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存
期間とする。

3　役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな
らない。

（欠員補充）
第17条　理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充

しなければならない。

（解任）
第18条　役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決によ

り、これを解任することができる。
（1）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
（2）職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき

2　前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなけ
ればならない。

（報酬等）
第19条　役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2　役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3　前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（顧問）
第20条　この法人に、顧問を置くことができる。顧問は理事会で選出し、理事長がこれを任免する。

2　顧問は、理事長の諮問に応じて、法人の活動や運営に助言をすることができる。

第4章　会　議
（種別）
第21条　この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2　総会は、通常総会及び臨時総会とする。

（構成）
第22条　総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権能）
第23条　総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更
（2）解散及び合併
（3）会員の除名
（4）監事の選任又は解任、役員の職務及び報酬
（5）事業計画及び収支予算
（6）事業報告及び収支決算
（7）解散時の残余財産の帰属
（8）その他運営に関する重要事項
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（総会の開催）
第24条　通常総会は、毎年1回開催する。

2　臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
（1）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
（2）正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
（3）監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき

（総会の招集）
第25条　総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2　理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内
に臨時総会を招集しなければならない。

3　総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日
の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

（総会の議長）
第26条　総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から理事長が指名する。

（総会の定足数）
第27条　総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

（総会の議決）
第28条　総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2　総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。

（総会での表決権等）
第29条　各正会員の表決権は、平等なものとする。

2　やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3　前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第52条の規定の適用については出
席したものとみなす。

4　総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができな
い。

（総会の議事録）
第30条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所
（2）正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記

すること。）
（3）審議事項
（4）議事の経過の概要及び議決の結果
（5）議事録署名人の選任に関する事項

2　議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなけれ
ばならない。

（理事会の構成）
第31条　理事会は、理事をもって構成する。
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（理事会の権能）
第32条　理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項
（2）総会の議決した事項の執行に関する事項
（3）その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

（理事会の開催）
第33条　理事会は、次に掲げる場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき
（2）理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があっ

たとき

（理事会の招集）
第34条　理事会は、理事長が招集する。

2　理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集し
なければならない。

3　理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日
の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

（理事会の議長）
第35条　理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（理事会の定足数）
第36条　理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

（理事会の議決）
第37条　理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2　理事会の議事は、理事出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。

（理事会での表決権等）
第38条　各理事の表決権は、平等なものとする。

2　やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面
をもって表決することができる。

3　前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したも
のとみなす。

4　理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができ
ない。

（理事会の議事録）
第39条　理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所
（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること。）
（3）審議事項
（4）議事の経過の概要及び議決の結果
（5）議事録署名人の選任に関する事項

2　議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなけ
ればならない。
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第5章　資　産
（資産の構成）
第40条　この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録に記載された資産
（2）入会金及び会費
（3）寄付金品
（4）財産から生じる収入
（5）事業に伴う収入
（6）その他の収入

（資産の区分）
第41条　この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

（資産の管理）
第42条　この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定め

る。

第6章　会　計
（会計の原則）
第43条　この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

（会計の区分）
第44条　この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

（事業年度）
第45条　この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

（事業計画及び予算）
第46条　この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の

議決を経なければならない。

（暫定予算）
第47条　前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事

会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2　前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

（予備費）
第48条　予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2　予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の追加及び更正）
第49条　予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は

更正をすることができる。

（事業報告及び決算）
第50条　この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事

業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければな
らない。

2　決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
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（臨機の措置）
第51条　予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放

棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章　定款の変更、解散及び合併
（定款の変更）
第52条　この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数によ

る議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なけれ
ばならない。

（解散）
第53条　この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議
（2）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
（3）正会員の欠亡
（4）合併
（5）破産手続開始の決定
（6）所轄庁による認証の取消し

2　前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれ
ばならない。

3　第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）
第54条　この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに残存する財産

は、法第11条第3項に規定する法人の中から、総会において議決したものに譲渡するものと
する。

（合併）
第55条　この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、か

つ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章　公告の方法
（公告の方法）
第56条　この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章　事務局
（事務局の設置）
第57条　この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2　事務局には、事務局長及び必要な職員を若干名置くことができる。

（職員の任免）
第58条　事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

（組織及び運営）
第59条　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章　雑　則
（細則）
第60条　この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることがで

きる。
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附　則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2　この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理 事 長　金子昌弘
理　　事　松本滿臣、渡辺滋、柿沼龍太郎、鈴木隆一郎、祖父江友孝、曽根脩輔、長尾啓一、

中川徹、松本徹、宮本忠昭、三澤潤
監　　事　和田眞一

3　この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日か
ら平成18年12月31日決算に係る通常総会が開催される月の末日までとする。ただし、通常総会
は決算日から起算して3ヶ月以内に開催する。

4　この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18
年12月31日までとする。

5　この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定める
ところによる。

6　この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
（1）正会員（個人）

入会金　0円
年会費　10,000円

（2）賛助会員（個人及び団体）
 入会金　0円
 年会費　一口 100,000円（一口以上）



C‌

T
検
診
学
会
誌
　
第
二
〇
巻  

三
号  

二
〇
一
三
年
十
二
月

 

―  事－ 9  ―

特定非営利活動法人 日本CT検診学会

専門部会内規
2007年11月26日制定

第1条（定義）
　NPO法人日本CT検診学会（以下本学会）は、専門領域に関する学会の活動を発展・普及させるため
に専門部会を設ける。専門部会は以下の目的・機能、組織を有する。

第2条（目的・機能）
　専門部会は専門領域の基礎研究並びに臨床研究を推進するため、情報の収集、解釈、そしてその浸透
を促進することを目的とし、以下の機能を持つ。

2．専門領域の研究・臨床課題を継続性や教育的視点を勘案し、シンポジウム、ワークショップ、教
育セミナーなどの企画・実施に貢献する。

3．それぞれの専門領域におけるガイドライン、宣言等の作成をおこなう。
4．国内関連学会との交流・調整をはかり学会相互の活動を促進する。
5．関連の国際学会と相互交流し、当該専門領域における課題の国際的研究協力に貢献し、それら活
動を通し若手会員の相互理解や国際的活動を援助・促進する。

第3条（組織）
　専門部会とは以下の6部会を指す。

（1）技術部会
（2）肺癌診断基準部会
（3）精度管理部会
（4）肺気腫部会
（5）循環器部会
（6）結核部会

2．理事会の承認を経て新規に専門部会を創設することができる。
3．理事会の承認を経て、既存専門部会を整理統合ないし廃止することができる。

第4条（構成）
　各専門部会は、理事会により、正会員から選任された部会長1名副部会長1名および3名以上の部会
員からなる。

2．専門部会長、副部会長の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
3．副部会長は部会長がやむをえぬ理由により職責を果たせない場合に代理として部会長を補佐する。
4．専門部会会長及び部会員には、委嘱状を理事長名で発行する。

第5条（運営）
　各専門部会は年次学術講演会開催中をふくめ、年2回の定期会議を開催する。
　緊急性・必要性に応じて臨時会議をおこなうことができる。

2．各専門部会は、当該専門領域に関する年次学術集会プログラム案を次期学会長に提案する。
3．専門部会は当該領域においての検診方法論の開発、検診の精度管理向上などに関するガイドライ
ンを作成し、全国に普及させる活動を円滑におこなう。

4．各専門部会は、NPO法人事業として毎年度の規定された期限内に年度計画を立て、必要な予算
を事務局に申請すること、および年度報告を事務局に提出することの義務を持つ。

第6条
　本内規は、理事会の審議承認をへて修正追加できる。

附　則
　本内規は、平成19年11月27日から発効する。
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肺がんCT検診ガイドライン

本学会ホームページに掲載されています。
http://www.jscts.org

◆　精度管理部会編
 「CT検診精度管理ガイドライン」（第1版）

◆　技術部会編
 「CT検診撮影マニュアル」

◆　肺癌診断基準部会編
 「判定基準と経過観察ガイドライン」
 「Single slice helical CTによる肺癌CT検診の判定基準と経過観察ガイドライン」

これらのマニュアルに関するご意見・ご要望は、下記までお願いします。

精度管理部会長： 中山　富雄 大阪府立成人病センター
  TEL：06-6972-7561　FAX：06-6972-7581

  E-mail：

技術部会長： 村松　禎久 国立がん研究センター東病院
  TEL：04-7133-1111　FAX：04-7134-6925

  E-mail：

肺癌診断基準部会長： 柿沼　龍太郎 国立がん研究センター
  がん予防・検診研究センター
  TEL：03-3542-2511　FAX：03-3547-5304

  E-mail：
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肺がんCT検診の教育用ソフトウェア

肺がんCT検診の教育用ソフトウェアは4部構成となっております。
第1部：微小肺がんの症例集
第2部：CT検診の読影シミュレーション
第3部：微小結節の症例集（一部炎症を含む）
第4部：Threshold Checker

本ソフトウェアは、会員である方が購入できます。
詳細はホームページをご覧下さい。

　購入料金1万円（1部〜4部のセット料金です）。
　すでに第1部および第4部のみを購入された方は、事務局までお問い合わせください。容量が大き
くなったため、DVDにての提供となります。WindowsおよびMacintoshの両方にて作動します。画
面上は、英語版ですが、平易で短い文章で解説しています。日本語のマニュアルもPDFファイルで
入っています。
　下記銀行口座にお振り込みの上、「教育用ソフトウェアALCA Project購入希望」と明記して、支
払い書のコピーを事務局までFAXまたは郵送でご送信下さい。
　また、バージョン・アップなどをお知らせするためにEメールアドレスが必要となります。事務局
までお知らせ下さい。

特定非営利活動法人 日本CT検診学会　事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F　
 株式会社クバプロ内
 TEL 03-3238-1689
 FAX 03-3238-1837
 E-mail jscts-office@kuba.jp
 URL http://www.jscts.org/
銀行口座：	 三井住友銀行　飯田橋支店　普通預金　6982098
	 「特定非営利活動法人日本CT検診学会」
※銀行口座が変更となりました。ご注意ください。
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「CT検診」投稿規定

1．投稿資格
　本誌への投稿は主著者が本学会会員であるか、投稿料を納められるものに限る。

2．投稿原稿の採否
　投稿論文に対しては複数の委員による査読を行い、編集委員会において最終的に採否を決定する。

3．論文の種類
　原稿は、CT検診に関するもので、下記の種類に分類する。

a）原　　著： 他誌に発表されていない知見を有し、原著にする意義があると著者が判断する論文。
b）速　　報： 他誌に発表されていない知見を有し、速報する意義があると著者が判断する論文。
c）技　　術： 他誌に発表されていない知見を有する技術論文。
d）症例報告： CTでの検診に関連した興味ある症例の紹介で、他誌に報告されていないもの。
e）特　　集： 決められた主題に基づき執筆される編集委員会からの依頼論文。
f ）総　　説： 既に他誌へ原著として投稿した論文に関連した内容の論文。他誌へ掲載した図表などを

転載する場合には、掲載誌の編集委員長の許可が必要となる。
g）資　　料： 研究、技術および症例に関する資料・調査結果など。
h）報告・意見： 当研究会関連部会・委員会報告、本研究会活動全般および本誌掲載論文に対する意見

や批評。
i ）そ の 他： 上記に分類できないもので、編集委員会が必要と認めたもの。

　
4．記載の形式

a） 原稿は和文または英文とし、A4 版、横書きとする。本文は、和文、英文とも1 段組とする。
 原稿の記述は、希望する種類、標題、著者氏名、所属、和文要旨（400 字以内）、和文キーワー
ド（5語以内）、英文標題、ローマ字著者氏名、英文所属、英文要旨（200 語以内）、英文キーワー
ド（英文5 語以内）、本文、文献、図の説明とする。ただし、症例、資料、報告・意見については、
要旨・キーワードは省略できる。

b） 図・写真はA4 版を越えないようにし、図表の枚数は、必要以上に多くせず、本文分量に適度に
合ったものとする。図表の説明は英文（Fig.1… , Table 1…）とする。

c）  引用文献は本文に引用された順に［1］, ［2］, ［3］…と番号をつけ、末尾の文献の項に一括して記載する。
 原著は30以内、速報および症例報告は15以内とするが、総説、その他に関しては著者の判断に任
せる。

d） 引用文献の記載方法
 雑誌の場合、著者名（3 名以内は全員、それ以上の場合4 名以降は他またはet al）：論文名 . 雑誌名
（欧文はイタリック）　発行年（西暦）；巻数：頁 -頁。

 [例]飯沼　武、舘野之男、松本　徹、他：肺癌検診用CT（LSCT）の基本構想とその事前評価 . 
日医放会誌 1992; 52: 182-190

 [ 例]Kaneko M, Eguchi K, Ohmatsu H, et al: Peripheral lung cancer; screening and detection with 
low-dose spiral CT versus radiography. Radiology 1996; 201: 798-801

 単行本の場合、和書；著者：題名、編集者（または監修者）、書名、版数、発行地：発行所；年号
（西暦）：掲載頁。洋書；Authors’ last names and initials: Chapter title. Editor’s name. Book title（ 

Italic）. Edition. Publisher, City, Year: Pages.
 [例] 柿沼龍太郎：第4章　画像診断　1. ヘリカルCT肺癌検診の画像診断、末舛惠一、先端医療
シリーズ20・癌　肺癌の最新医療、初版、東京：先端医療技術研究所；2003: 101-104

 [例]Press WH, Flannery BP, Teukolsky SA et al: Numerical recipe in C. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1988: 10-24

 [例]胸部CT検診研究会：http: //www.thoracic-CT-screening.org
 （ホームページのアドレスを掲載する場合、時間がたつと、そのページがなくなってしまうことが多
いので、著者がそのページのファイルを保存できる場合のみ引用可能とする。）
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5．投稿方法
a） 初回投稿は、本学会ホームページ投稿原稿見本に従って作成した原稿正一部のほか、査読用副2 
部、投稿原稿表紙、および電子ファイル（CDまたはUSBメモリーに収納）を本会事務局へ簡易書
留便で郵送する。または下記へ原稿のファイルと投稿原稿表紙ファイルをe-mailで送付する。

b） 査読後に掲載許可の出た論文は、下記へ原稿のファイルと投稿原稿表紙ファイルをe-mailで送付する。

〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F　株式会社クバプロ内
特定非営利活動法人　日本CT検診学会事務局編集担当
TEL：03-3238-1689　FAX：03-3238-1837　e-mail: jscts-kaisi@kuba.jp

　
6．著作権
　本誌掲載の論文の著作権は日本CT検診学会に帰属する。著者は、本学会事務局から折り返し送付さ
れる著作権に関する「誓約書」に必要事項を記入の上、本学会へ提出するものとする。
　
7．その他
　本学会会員の職種は医療関係者、工学研究者、医療機器メーカー研究者等と多岐にわたるので、専門
用語や略語はできるだけ避け、使用する場合には必要に応じて簡単な説明を加えること。
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　メールアドレスをご登録いただきますと、メールマガジンの購読、メールマガジン等でのタイム
リーな情報の提供や、会員専用Webサイトへのアクセスが可能となります。
　まだメールアドレスをご登録されていない方は、メールアドレス登録希望と明記の上、事務局ま
で、メールにて速やかにご連絡ください。メールアドレス登録および会員専用Webサイトへのアクセ
スの際の会員 ID、パスワードの発行をいたします。
　なお、メールアドレス変更時は、事務局にもご連絡ください。

※メールアドレス登録希望時は、下記をお知らせください。
　・お名前（ふりがな）
　・ご所属
　・メールアドレス

＜ご連絡先＞
特定非営利活動法人 日本CT検診学会　事務局
E-mail：jscts-office@kuba.jp

ご登録ください
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　日本CT検診学会（旧称・胸部CT検診研究会）は、CTを検診に役立てることを目的に1994年2

月19日に設立されました。現在、会員数は約800名。胸部を中心に研究しています。
　胸部CT検診は、今でこそ欧米でも研究が始まりましたが、この会の発足時には、世界中で我々だ
けでしたので、この会には医師、技師のほか、医学物理学者や情報処理研究者、疫学者、保健婦、
事務関係者なども参加して基本的なところから活動してきました。
　検診と病院で使うCT装置はどこが違うか、から始まって、検診が受検者の役に立ったことをどう
やって確認するか、に至るまで、本会は真剣に議論し、実用的な知識・技術の幅広い情報を提供し
ています。
　CT検診にご関心をお持ちの方は、是非ご入会下さい。

【事業内容】
　Ⅰ．学術集会・学術講演会等の開催
　Ⅱ．研究及び調査
　Ⅲ．機関誌の発行・その他の研究資料の刊行
　Ⅳ．内外の関連学術団体との連携及び協力
　Ⅴ．その他目的を達成するために必要な事業

【会　員】
　正会員　CT検診について学術経験を有する者で、本会の目的に賛同、協力し、会費を納める者

【会員の特典】
　Ⅰ．すべての本会の事業および運営に参与することができます。
　Ⅱ．本会主催の学会および講習会等の通知を受けます。
　Ⅲ．本会主催の学会に演題を発表、並びに会誌に論文を発表することができます。
　Ⅳ．本会発行の会誌の配布を受けられます。（会誌、次年度の学術集会抄録集を1冊）
　Ⅴ．home page上にて、肺癌CT検診で発見された肺癌のTeaching fileを見ることができます。
　Ⅵ．home page上にて、肺癌CT検診のための教育用ソフトウェアを購入することができます。 

　Ⅶ．home page上にて、胸部検診用CT撮影精度管理マニュアルを見ることができます。

【年会費（1月〜12月）】
　年額　10,000円

【入会手続き】
　日本CT検診学会ホームページにアクセスいただき、入会のご案内よりお手続きください。

＜問合せ先、入会申込書類請求先＞
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F　株式会社クバプロ内
特定非営利活動法人 日本CT検診学会　事務局
TEL：03-3238-1689
FAX：03-3238-1837
E-mail：jscts-office@kuba.jp
URL：http://www.jscts.org/

日本CT検診学会 入会のご案内
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　新規入会ご希望の方は、この用紙に必要事項をご記入のうえ、FAX、または郵送にて事務局まで
お送りください。また合わせて年会費をお振込ください。振込用紙ご入用の方は、事務局までご連
絡ください。
　年会費のご入金確認が出来次第、ご入会とし、入会年度分の会誌「CT検診」をお送りいたしま
す。会員情報のご変更、退会時にもこの用紙をご利用ください。
　会員情報変更、退会につきましては、Eメールでのご連絡も承ります。

FAX番号　03-3238-1837
E メール　jscts-office@kuba.jp

連 絡 先　特定非営利活動法人 日本 CT 検診学会　事務局
　　　　　TEL：03-3238-1689　FAX：03-3238-1837

＜メールアドレスについて＞
メールアドレスのご登録いただいた会員の方にのみ、ホームページの IDとパスワードを発行しております。
また、各種お知らせなどもメールのみにて通知する場合がございますので、できるかぎりメールアドレスのご記入をお願いいた
します。
*ご記入いただきました個人情報につきましては、会誌配布、お知らせ、会費請求等、本学会業務目的以外の使用はいたしません。

新規入会及び住所等の変更について

　　　*申込日  　　     年　　　月　　　日

　○をつけてください    ・新規入会    　　　   ・変　更　　　　　・退　会

フリガナ

氏　　　名

施    設    名

職　　　種
　　・医 師  （放射線科 ・内科  ・外科 ・開業医 ・その他 ）     　・放射線技師　　
　　・工学関係者　  　・メーカー   　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

＜勤務先＞ 　〒　　　-

住　　　所

電　　　話

F 　A　 X

E - m a i l

＜自　宅＞ 　〒　　　-

住　　　所

電　　　話

F 　A　 X

E - m a i l

　会誌送付先を○で囲んでください 　　　・勤務先　　　　・自　宅

　メールマガジンなどメール連絡先を○で囲んでください 　　　・勤務先　　　　・自　宅
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